
☆延長戦についての確認事項☆ 

 

 1・延長戦は、必要な回数を実施する。 

 

 2・但し、第２延長以降は２点先取した時点で終了とする。 

 

 以下に、例をあげますので間違え、勘違いの無い様にお願いします。 

 

      ①第１延長は、３分間行いますが、同点の時は、第２延長を行う。 

      ②第２延長は、３分間行いますが、どちらかのチームが２点先取 

（２点差ではありません）した時は終了です。 

      ③第２延長が終了した時に、差があれば、試合終了です。（１対０の時） 

      ④第２延長が終了した時に、同点の時（０対０又は１対１）は、第３延長になります。 

      ⑤第３延長以降は、通算での２点先取になります。 

（第２延長が１対１の時は、１点先取で終了です。） 

 

不明の時は、地区競技委員長に連絡をお願いします。 


